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北陸鉄道線のあり方検討経緯

沿線人口と高齢者数北陸鉄道線の利用者数推移 主要渋滞ポイント

限られた道路空間 運転手不足

出典：第22回石川県道路安全・円滑化検討委員会資料

出典：北陸鉄道出典：北陸鉄道出典：令和2年国勢調査（人口）、各市町統計書（道路実延長）出典：北陸鉄道

 石川中央都市圏の地域鉄道・路線バスは、日常生活を支えるだけでなく道路混雑の緩和にも寄与する公共交通だが、
令和2年頃からのコロナ禍や、燃料価格高騰・バス運転士不足等により、地域公共交通は未曽有の危機に直面。

 特に北陸鉄道石川線・浅野川線については、これまでのバス事業等の収益からの内部補助による維持は困難となり、
北陸鉄道株式会社から沿線自治体に対し、上下分離方式の導入による持続可能性確保の要望があった。

 沿線自治体は、令和5年3月に石川中央都市圏地域公共交通計画を策定するとともに、特に状況の厳しい石川線の
BRT化なども含めたあり方の検討を行い、令和5年8月、石川線の鉄道線としての存続を決定。

 能登半島地震により、一時協議が中断となったが、令和６年５月に沿線自治体首長による知事要望を経て、令和5年
度に大幅に拡充された国の支援制度を活用し、「みなし上下分離方式」による北陸鉄道への支援を決定。この度、
そのあり方を「北陸鉄道線を中心とした広域公共交通ネットワーク再生戦略」として策定するものである。



北陸鉄道線のあり方検討沿線自治体首長会議（令和5年8月）

 地域にとって大量輸送機関は今後も必要であり、バスの運転手不足などを踏まえると、

石川線をBRT化することは難しいことから、鉄道として存続させる。

 存続に当たっては、利便性を向上させ、より多くの住民の利用を促すための取組を

沿線自治体において検討し、具体的な方策、行政の関わり方の内容について、1月の地域公共

交通協議会で決定する予定であったが、能登半島地震により延期。



北陸鉄道線のあり方検討鉄道線支援に関する知事要望（令和6年5月）

 北陸鉄道線における「みなし上下分離方式」の導入について県と沿線市町で合意。

 「みなし上下分離方式」の導入に必要となる費用負担についての最大限の支援を要望。

結果、令和７年度から15年間の、鉄道施設・車両の更新、維持管理に係る計画事業費
約141億円について、自治体負担分は県・沿線市町で協調支援することが決定される。
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費用便益分析のほか、社会経済情勢・石川線の
存在価値を高める取組のあり方等について、
様々な観点から検討

バスの運転手不足

周辺道路の混雑へ与える影響

浅野川線の車両整備へ与える影響

BRT化工事期間中の送迎負担の増加

高齢者免許返納の増加



戦略の概要



目指す社会の姿

 通勤・通学等の日常生活を支える大量輸送機関である鉄道・バスを基軸とした広域交通ネットワークについて、利
便性の向上等を通じて持続可能性を確保し、地域に欠かせない社会基盤として継承することで、自家用車を運転で
きない高校生や高齢者を含む多くの人々が過度に自家用車に依存せずとも暮らせる、豊かな社会を構築する。

 このため、今般の危機を契機とした北陸鉄道線を中心とした広域公共交通ネットワークの再生を図るものとする。

出典：国土交通省近畿運輸局（平成30年）「地域公共交通 赤字＝廃止でいいの？」

朝ラッシュ時の新西金沢駅



地域交通の確保と交通事業者の経営の関係

 交通事業者は民間企業である以上、安全運行・サービス向上・コスト削減といった経営努力は欠かせないが、公共
交通が県民生活に与える影響（日常の移動手段確保・道路混雑緩和・まちづくりへの影響等）を考えると、石川中
央都市圏において、鉄道や路線バスの維持を「民間企業の経営」にのみ責任を負わせることには限界が生じている。

 このため、コロナ禍に端を発する今般の公共交通の危機への対処に当たり、地域公共交通活性化再生法の枠組のも
とで、北陸鉄道・行政・住民それぞれが、公共交通を「地域の財産」と捉えて活かす社会へ転換することが必要。

 特に、北陸鉄道は、行政による一部負担により経営の持続可能性を確保した上で、「バス運転士不足」による減便
などを含む、サービス削減の負のスパイラルから脱し、利用者のサービス水準向上により、地域の財産として鉄
道・バス等の価値を高め、まちづくりの重要な主体としての役割を一層果たしていくことが求められる。
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活用する国の支援制度

 北陸鉄道線を中心とした広域公共交通ネットワーク再生に当たっては、地域公共交通活性化再生法に基づく特定事
業計画の策定を通じて石川線・浅野川線に係る事業構造を変更するとともに、国の社会資本整備総合交付金を活用
し、公共交通の利便性の向上を図る。また、将来にわたって公共交通サービスが提供されるよう、北陸鉄道株式会
社は、鉄道・バス事業に係る現場職員の勤務環境改善・担い手確保のための所要の措置を講じる。



国の支援制度活用のための北陸鉄道線の事業構造変更の主な方式

 国の支援制度活用のためには、北陸鉄道線に係る事業構造変更の内容を地域公共交通活性化再生法に基づく特定事
業計画に定める必要。

 事業構造変更のための主な方式として「みなし上下分離」、「重要な資産の譲渡」、「公設型上下分離」の3つの方
式を挙げることができ、北陸鉄道線の場合を念頭に整理すると以下のようになる。

 施設や車両の老朽化が著しいことから、事業構造の変更に要する期間と国の支援を得るまでの期間が最も短い「み
なし上下分離」が最適な方法である。

みなし上下分離 重要な資産の譲渡 公設型上下分離

土地所有・維持管理

施設所有・維持管理

運行

事業構造の変更に要する期間 短※１ 長※２

費用の負担者

鉄道施設等※３の整備費

鉄道施設等の維持費

鉄道事業の運営費

北陸鉄道

北陸鉄道 北陸鉄道

自治体

自治体

北陸鉄道北陸鉄道 北陸鉄道

自治体国 自治体国 自治体国

自治体 北陸鉄道 自治体 北陸鉄道 自治体

北陸鉄道 北陸鉄道 北陸鉄道

※１ 鉄道施設の整備及び維持管理に要するすべての費用の負担その他の措置に関し、北陸鉄道と自治体との間で協定を締結する必要がある。
※２ 自治体側で、鉄道施設等の保有・維持管理を担う組織の設置、議会の議決等を経て、北陸鉄道から移管を受ける必要がある。
※３ ここでは、鉄道施設等とは、鉄道線路、駅（停車場）、車両基地（車庫・車両検査修繕施設）、信号（運転保安設備）、変電所等設備、架線柱・架線（電路設備）及び車両のことをいう。
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国の支援制度活用のために策定する必要がある計画の関係性

鉄道事業再構築実施計画

地域公共交通活性化再生法に基づき策定する計画

事業構造の変更の内容／自治体等による支援の内容／利用者利便の確保の内容

地域公共交通計画※

石川中央都市圏地域公共交通計画（令和5年3月策定）

※ 地域公共交通計画が策定されていないと、鉄道事業再構築実施計画を策定することができない

社会資本整備総合交付金
地域公共交通再構築事業

地域公共交通の持続可能性・利便性・効率性の向上に資
する施設整備への支援（補助率：自治体負担額の１／２）

計画を策定することで受けることができる国の財政的な支援メニュー

地域公共交通確保維持改善事業
先進車両導入支援事業

地域公共交通ネットワークの形成に必要な先進車両の導
入を支援（補助率：自治体負担額の１／２）



策定する計画と国の支援制度

 地域公共交通活性化再生法に基づく特定事業計画として、鉄道事業再構築実施計画を策定する。

 鉄道事業再構築実施計画に基づき、社会資本整備総合交付金、先進車両導入支援事業を活用予定。

地域公共交通活性化再生法に基づく特定事業計画 鉄道事業再構築に向けた国の支援制度

鉄道事業再構築実施計画

実施期間 令和７年４月～令和22年３月

自治体等による
支援の内容

事業構造変更の
内容

・鉄道施設や車両の更新

・利便性向上策の実施
・鉄道施設や車両等の維持管理への支援

「みなし上下分離方式」の導入
※鉄道施設等の維持管理費用を自治体が一部負担

利用者利便の
確保の内容

社会資本整備総合交付金

計画期間 令和７年度～令和１1年度（５年）

主な事業の内容
7年度 停車場の整備、

軌道・架線・信号保安設備等の更新、

抜本的な利便性向上に係る中長期的な調査検討

8年度 軌道・変電所の更新、

内灘検車区・車両工場の改修

9年度 軌道・架線・信号保安設備等の更新、

橋梁の補修、除雪車の更新

10年度 石川線車両の更新（１編成）、

軌道・信号保安設備等の更新

11年度 橋梁の補修、自動張力調整装置の更新

交

・石川線・浅野川線、路線バスのキャッシュレス対応強化

・石川線の増便

・鉄道施設や車両の更新による利便性・効率性向上

・駅の交通結節点機能の強化（P&R等）

・駅の待合環境やアクセス性向上、駅のコミュニティ拠点化

・抜本的な利便性向上に係る中長期的な調査検討

・経路検索、情報提供、乗車券等のデジタル化の推進

・IRいしかわ鉄道線やバスとの乗継利便性向上

・沿線観光地への受入環境整備

・店舗やイベント等と連携した地域活性化の推進

・既存利用者の運賃負担軽減

・新規利用者開拓のための企画乗車券造成

交

交

交

交

交

交

交

交 社会資本整備総合交付金の
支援対象となり得る事業

地域公共交通確保維持改善事業(先進車両導入支援事業)

申請年度 令和10年度～令和１2年度

石川線車両の更新（５編成）主な事業の内容



北陸鉄道線の持続可能性確保のための費用負担の考え方①

鉄道施設等の更新

事業費 財源（負担割合）

113.4億円

鉄道施設等の維持管理

国 県 市町

補助対象経費 ＝ 全体事業費

線路・電路・車両保存費※１

交

運転費、案内宣伝費、
一般管理費等

27.6億円

７３億円

※ 自治体からの支援は、線路・電路保存費のうち修繕費に相当する額を下限額とし、上限額は、①線路・電路・車両保存費、②鉄道事業の営業損失に相当する額、
③特定事業計画の策定により増額が予定される国の支援額の1年当たりの平均額のいずれか小さい方とする。ただし、上限額が下限額を下回るような事象が発
生した場合は、石川県、沿線市町及び北陸鉄道において、その取扱いを協議するものとする。

北陸鉄道

県 市町

交
社会資本整備総合交付金の
支援対象となり得る事業

利便性向上策の実施

鉄道施設等の整備

増便、運賃低減、
企画乗車券の造成等

国 県 市町

補助対象経費

北陸鉄道

全体事業費

北陸鉄道

運転士不足対策 北陸鉄道

（7.6億円/年）

（1.8億円/年）

（4.9億円/年）

市町 北陸鉄道

線路・電路保存費（修繕費除く）、車両保存費

線路・電路修繕費

（キャッシュレス対応強化）

交



北陸鉄道線の持続可能性確保のための費用負担の考え方②

国・自治体負担対象
事業費

北陸鉄道負担対象
事業費

鉄道施設等の更新

主な基幹事業

線路設備更新

約113.4億円

－

電路設備更新 －

主な効果促進事業

車両更新 －

キャッシュレス対応強化 負担あり

その他（停車場の整備・鶴来車両工場改修など） －

利便性向上策の実施

鉄道施設等の整備 キャッシュレス対応強化（再掲） 上記（113.4億円）の内数

負担あり

増便、運賃低減、企画乗車券の造成等

増便 －

運賃低減、企画乗車券の造成等 －

鉄道施設等の維持管理

線路保存費・電路保存費（修繕費）

約18.9億円

－

線路保存費・電路保存費（修繕費除く）

約8.7億円

車両保存費

運転費、案内宣伝費、一般管理費等 － 約73億円



講じる施策 ①鉄道施設等の更新等

 鉄道施設等の更新に要する費用を国・県・沿線市町で負担。

施策 実施時期 事業主体 支援を行う者

線路設備更新 R７～21 北陸鉄道 国・県・沿線市町

電路設備更新 R７～21 北陸鉄道 国・県・沿線市町

車両更新 R10～12 北陸鉄道 国・県・沿線市町

キャッシュレス対応強化 R7 北陸鉄道 国・県・沿線市町

その他
（停車場の整備・鶴来車両工場改修など）

R７～21 北陸鉄道 国・県・沿線市町

停車場や線路、電路設備等 変電所 石川線の車両 鶴来車両工場

出典：北陸鉄道株式会社



講じる施策 ①鉄道施設等の更新等

 石川線の車両については製造から約60年が経過し、経年劣化による運行不能が危惧されるほか、修繕の部品調達等
が難しくなっていることから、早急な更新が必要。

 中長期的に検討する事項として挙げられている、石川線のIRいしかわ鉄道西金沢～金沢間の乗り入れ可能性の調査、
石川線野町駅～香林坊方面への軌道敷設可能性の調査との整合性を考慮する必要があるが、一定の期間を要する調
査の終了を待たずに車両更新する必要があるため、順次全6編成を、現行の車両規格（18m級車両2両1編成・直流
600V）で更新するため、令和7年度より発注手続きに着手する。ただし、メーカーの供給能力等の関係で、実際の納
車は令和10年度からとなる見込み。

 また、上記の中長期的な検討の結果、石川線で別規格の車両を使用する必要性が生じた場合は、令和10年度から導
入する車両を、例えば、浅野川線の老朽車両（令和5年度時点で車齢約30年の03系）の代替として、石川線から浅野
川線へ転属させるなど、全体として最適となるような対応を講じる。

施策 実施時期 事業主体 支援を行う者

車両更新（再掲） R10～12 北陸鉄道 国・県・沿線市町

浅野川線

03系 5編成
（R5時点で車齢約30年）

石川線

7000系 5編成
（R5時点で車齢約60年）

7700系 １編成
（R5時点で車齢約60年）

R7年度から
順次更新

６編成

必要に応じ
浅野川線へ転属（03系を置き換え）

必要に応じ
車両更新

IRいしかわ鉄道への乗り入れ、香林坊方
面への軌道敷設が実現可能となり、別規
格の車両を使用する必要が生じた場合



講じる施策 ②鉄道施設等の維持管理

 鉄道施設等の維持管理に係る費用を県・沿線市町で負担。

施策 実施時期 事業主体 支援を行う者

線路保存費・電路保存費（修繕費） R７～21 北陸鉄道 県・沿線市町

線路保存費・電路保存費（修繕費除く） R７～21 北陸鉄道 沿線市町

車両保存費 R７～21 北陸鉄道 沿線市町

※1 各年度、「上記（線路保存費等）の合計額」、「北陸鉄道鉄道事業の営業損失」、「特定事業計画の策定により増額が予定される国の支援額の1年当たりの
平均額」のうち最も金額が小さい額を自治体の支援額とする。

自
治
体

北
陸
鉄
道

線路保存費 ： 保線管理員人件費、線路修繕費、駅除雪・融雪水道料、保線区ガス代
電路保存費 ： 電路管理員人件費、電路修繕費
車両保存費 ： 修車士人件費、車両修繕費、車両工場動力用灯油代、車両工場電気代 など

運転費 ： 運転士人件費
運輸費 ： 駅務員人件費、駅構内設備の修繕費
輸送管理費 ： 本社輸送関係従事員人件費、駅構内清掃費
その他 ： 案内宣伝費、一般管理費、固定資産税、減価償却費 など

自
治
体



講じる施策 ③増便、運賃低減、企画乗車券の造成等

 石川線の増便、他の交通機関との乗継のためのダイヤ変更、企画乗車券の充実などの利便性向上策を実施。

施策 実施時期 事業主体 支援を行う者

新型鉄道車両の導入（再掲） R10～12 北陸鉄道 国・県・沿線市町

軌道の改良 R７～ 北陸鉄道 国・県・沿線市町

石川線の増便 R10～
（R6より先行実施）

北陸鉄道

運行ダイヤの変更 R７～
（R6より先行実施）

北陸鉄道

駅の待合環境やアクセス性向上、駅のコ
ミュニティ拠点化

R7～ 北陸鉄道 国・県・沿線市町

二次交通との接続強化 R7～ 北陸鉄道

パーク・アンド・ライドの利用促進 R7～ 北陸鉄道



講じる施策 ③増便、運賃低減、企画乗車券の造成等

施策 実施時期 事業主体 支援を行う者

多言語対応等の外国人旅行客の受入環境
整備

R７～ 北陸鉄道

企画乗車券の充実 R7～ 北陸鉄道

タッチ決済システムの導入
・キャッシュレス対応強化（再掲）

R７～ 北陸鉄道 国・県・沿線市町

デジタル化 R８～ 北陸鉄道

多分野連携 R７～ 北陸鉄道

サイクルトレイン R８～ 北陸鉄道 国・県・沿線市町



講じる施策 ④その他、利用者が鉄道を利用しやすくするために実施する措置

施策 実施時期 事業主体 支援を行う者

学生などの支援策 R７～ 北陸鉄道

こども無料化 R7～ 北陸鉄道

駅カルテ R7～ 北陸鉄道

鉄道の観光資源化 R７～ 北陸鉄道 国・県・沿線市町（停車場の整備）

鶴来・白山エリアの活性化
（着地型観光・レンタサイクル連携）

R７～ 北陸鉄道

プロモーションの展開 R７～ 北陸鉄道

沿線企業や住民等と連携した利用促進 R７～
北陸鉄道
沿線市町



施策 実施時期 事業主体 支援を行う者

休憩施設・仮泊施設の更新
（女性専用施設の新設）

R７～

北陸鉄道

鶴来車両工場更新 北陸鉄道 国・県・沿線市町

鉄道運転免許取得費用 北陸鉄道

大型Ⅱ種取得費用 北陸鉄道

採用活動の強化（PR） 北陸鉄道

バス要員増（付帯人件費込） 北陸鉄道

講じる施策 ⑤交通事業に係る現場職員の勤務環境改善、担い手確保

 現場職員の勤務環境や処遇の改善、鉄道やバス運転士の担い手確保に向けた取組を実施。

〇鉄道やバス運転士の担い手確保〇現場職員の勤務環境の改善

空調設備がなく、一部床が
腐食している仮泊施設

築50年以上経過し、建物躯体や
外壁等が劣化した鶴来車両工場

担い手確保に向けた採用活動
の強化



講じる施策 ⑥抜本的な利便性向上に係る中長期的な調査検討

 石川線のIRいしかわ鉄道への乗り入れなど、技術的に実現が可能か中長期的な検討が必要な以下の事項について、
北陸鉄道及び自治体で調査・検討を行う。

調査・検討事項

■ 石川線のIRいしかわ鉄道への乗り入れ

■ 石川線鶴来駅の駅西側からのアクセス向上

■ 石川線の香林坊方面への延伸

■ 浅野川線内灘駅の交通機能の強化や利便性の向上、交流・賑わい機能の確保

■ 新駅の設置 等



戦略の実効性を担保する方策



戦略の実効性を担保する方策

 「北陸鉄道線を中心とした広域公共交通ネットワーク再生戦略」の実効性を担保するため、北陸鉄道、県、市町に
よる協定を締結し、戦略に定めた事項につき、各主体が信義に従い誠実に責務を果たすことを約することとする。

出典：国土交通省通達（令和５年９月２９日 国鉄事第４２６号）



今後のスケジュール



今後のスケジュール（予定）

令和６年７月 法定協議会の開催（本日）

８月 鉄道事業再構築実施計画策定、国土交通大臣へ申請

９月以降 国土交通大臣認定、社会資本整備総合交付金の申請手続

令和７年２月～３月 県及び沿線市町による予算案の議会提出

４月～ 「みなし上下分離方式」による運用の開始、
鉄道施設等の更新、北陸鉄道線の利便性向上策の実施


